
・口腔衛生管理の強化については、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に
応じた口腔衛生管理を計画的に実施することが義務づけられました。

・入所者に対する口腔衛生の管理について、令和３年度より口腔衛生管理体制加算を
廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じて、上
記の手順により計画的に行ってください。


